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5.
環

境
ラ

ベ
ル
に
よ
る
製
品

情
報
提
供

の
進

展
 

タ
イ
プ
Ⅰ

（
第
三
者

機
関

認
定

型
）

○
環

境
ラ
ベ
ル
は

、
製
品

及
び
サ
ー
ビ
ス
の
環

境
負

荷
に
関
す
る
情
報

を
開
示

す
る
た
め

の
ツ
ー
ル

○
消
費

者
→

グ
リ
ー
ン
購
入

の
重

要
な
判
断

基
準

と
な
る
も
の

○
事

業
者

→
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の

手
段

、
社

会
的

責
任

の
履

行
手

段

環
境
ラ
ベ
ル
の
意
義

○
環

境
ラ
ベ
ル

を
表

示
し
た
製

品
の

イ
メ
ー
ジ
向

上
や

環
境

ラ
ベ
ル

の
付

与
に
よ
る
製

品
に
関

す
る
事

業
者

の
社
会
的

責
任

の
履

行
の

促
進

と
消

費
者

の
環

境
配

慮
の

促
進

市
場
原
理
を
通
じ
て
環
境
配
慮
行
動
を
促
進

○
第
三

者
機

関
が

定
め
ら
れ
た
要
求

基
準

を
満
た

し
て
い
る
製
品

を
認
定

す
る
タ
イ
プ
の

環
境

ラ
ベ
ル

概
要

○
我
が

国
で
は

エ
コ
マ
ー
ク
が

該
当

→
平
成

1
6年

12
月

末
現
在

で
は

　
　
対

象
商

品
類

型
数
：
5
9

　
　
認

定
承

認
数

：
5
,6
73

普
及
状

況

タ
イ
プ
Ⅱ

（
自
己
宣

言
型

）

○
製

品
の

供
給

者
が

独
自

に
設

定
し
た
基

準
を
満

た
し
て
い
る
製
品
を
事

業
者

等
が

自
ら
宣

言
す
る
タ

イ
プ
の

環
境

ラ
ベ
ル

概
要

○
現

在
、
企

業
が

行
っ
て
い
る
環

境
ラ
ベ
ル

は
こ
の

タ
イ
プ
Ⅱ

が
大

部
分

→
エ
コ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
「
エ
コ
シ
ン
ボ
ル

」な
ど

普
及

状
況

タ
イ
プ
Ⅲ

（
定
量
的

環
境

情
報

表
示

型
）

○
Ｌ
Ｃ
Ａ
を
基

礎
に
製

品
の

環
境

情
報

を
定

量
的

に
表
示
す
る
タ
イ
プ
の
環

境
ラ
ベ
ル

概
要

○
我
が

国
で
は

エ
コ
リ
ー
フ
が
該

当
→
平
成

1
6年

3月
現
在

で
は

　
　
実

施
企

業
数
：
2
4
社

　
　
対

象
製

品
：
12

9
製
品

普
及
状

況

第
2
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－
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（
1）

タ
イ

プ
別
環
境
ラ
ベ
ル

の
概
要

 
 

市
場
の
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る

に
は
、
消
費
者
が
積
極
的
に
グ
リ
ー
ン
購
入
を
進
め
る
と
と
も
に
、
事
業
者
が
グ
リ
ー
ン
な
商
品
を
開

発
・
販
売
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
 

環
境
ラ
ベ
ル
は
、
事
業
者
が
消

費
者
に
対
し
環
境
負
荷
の
少
な
い
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
際
に
、
製
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
環
境

負
荷
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
消
費
者
に
と
っ
て
は
グ
リ
ー
ン
購
入
の
重
要
な
判
断
基
準
で
あ
る
。
事
業
者

に
と
っ
て
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
市
場
原
理
に
よ
っ
て
環
境
改
善
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
。

 
IS

O
で
は
以
下
の

3
タ
イ
プ
の
環
境
ラ
ベ
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 
・
タ
イ
プ
Ⅰ
：
第
三
者
認
証
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル
（
エ
コ
マ
ー
ク
等
）

 
・
タ
イ
プ
Ⅱ
：
事
業
者
の
自
己
宣
言
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル
（
グ
リ
ー
ン
マ
ー
ク
等
）

 
・
タ
イ
プ
Ⅲ
：
製
品
の
環
境
負
荷
の
定
量
的
デ
ー
タ
を
表
示
す
る
環
境
ラ
ベ
ル
（
エ
コ

リ
ー
フ
等
）

 
我
が
国
で
も
、
こ
れ
ら
の
規
格
に
沿
っ
て
様
々
な
制
度
が
運
用
さ
れ
て
い
る
。

 
  

 
環
境
ラ
ベ
ル
の
種
類

 
概
要

 
タ
イ
プ
Ⅰ
（
第
三
者
認
証
）

 
第
三
者

が
一
定

の
基

準
に
基

づ
い
て
環

境
保
全

に
資

す
る

製
品

を
認

定
す

る
タ

イ
プ

の
環

境
ラ

ベ
ル

を
タ

イ
プ
Ⅰ
と

い
う
。

我
が
国

の
エ

コ
マ
ー
ク

や
ド
イ

ツ
の

ブ
ル

ー
エ

ン
ジ

ェ
ル

が
こ

の
タ

イ
プ

に
該

当
す

る
。

 
タ
イ
プ

Iの
規
格
で

あ
る

IS
O

 1
40

24
で
は

、
基

本
的

な
運

用
の

原
則

や
手

続
き

の
み

が
定

め
ら

れ
、

ラ

ベ
ル
の
対

象
と
す

る
製
品

の
決

定
や
ラ
ベ

ル
授
受

の
判

断
基

準
の

決
定

方
法

等
は

、
国

ご
と

に
決

定
さ

れ
る

。
 

タ
イ
プ
Ⅱ
（
自
己
宣
言
）

 
企
業
が

自
己
の

製
品

や
サ
ー

ビ
ス
に
お

け
る
環

境
改

善
を

、
自

己
主

張
し

て
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
手

段
と

す
る
も

の
を
タ

イ
プ

Ⅱ
と
い

い
、
製
品

そ
の
も

の
に

表
示

す
る

以
外

に
広

告
や

宣
伝

に
使

用
さ

れ
る

も
の

で

あ
る
。

 
マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ

の
手
段

と
し

て
の
性
格

の
強
い

環
境

ラ
ベ

ル
で

あ
る

。
 

IS
O

 1
40

21
で
は
、

タ
イ
プ

Ⅱ
の
環
境
ラ

ベ
ル
に

お
い

て
主

張
で

き
る

項
目

を
定

め
て

い
る

。
 

タ
イ
プ
Ⅲ
（
定
量
的
環
境
情
報
表
示
）

 
LC

A（
ラ

イ
フ
サ

イ
ク
ル

ア
セ

ス
メ
ン
ト
）
を
基

礎
に

製
品

の
環

境
情

報
を

、
定

量
的

に
表

示
す

る
ラ

ベ

ル
を
い
う

。
 

IS
O

で
は

IS
O

/T
R

 1
40

25
と

し
て
発
行

し
て
い

る
。
我

が
国

で
は

、（
社

）
産

業
環

境
管

理
協

会
が
「

エ

コ
リ
ー
フ

環
境
ラ

ベ
ル
」

と
し

て
、
運
用

し
て
い

る
。

 

タ
イ
プ
別
 

環
境
ラ
ベ
ル
の
概
要
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デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

 
製
品
ご
と

の
環
境

負
荷
に

関
す

る
情
報
を

第
3
者
が

一
覧
表

に
と

り
ま

と
め

、
提

供
す

る
も

の
。

 
・
掲
載

希
望
の

あ
っ
た

製
品
で

、
G

PN
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

に
沿

っ
た

製
品

で
あ

る
と

事
業

者
が

判
断

し
た

も
の

を
掲

載
す

る
も

の
（
グ
リ

ー
ン
購

入
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
（

G
PN

）
の

環
境

デ
ー

タ
ブ

ッ
ク

）
 

・
一
定
基

準
に
合

致
す
る

も
の

の
み
を
掲

載
す
る

も
の
（

率
先

実
行

計
画

に
基

づ
く

推
奨

製
品

リ
ス

ト
）

 
・
特
定
の

環
境
負

荷
の
み

に
着

目
し
た
も

の
（
省

エ
ネ

性
能

比
較

カ
タ

ロ
グ

、
低

公
害

車
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
）

 
な
ど
様
々

な
も
の

が
あ
る

。
 

デ
ー
タ
シ
ー
ト

 
第

3
者
が
定
め

た
共
通

の
デ
ー

タ
シ
ー
ト

フ
ォ
ー

マ
ッ
ト

に
各

製
造

事
業

者
等

が
必

要
な

環
境

情
報

を
記

入
し

、
当

該
第

3
者

が

そ
れ
を
と

り
ま
と

め
て
提

供
を

行
う
も
の

。
グ
リ

ー
ン
購

入
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で

実
施

中
の

も
の

な
ど

が
あ

る
。

 

 

IS
O

の
類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
環
境
物
品
情
報
（
例
）
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（
2）

代
表

的
な
環
境
ラ
ベ
ル

の
状
況

 
 

タ
イ
プ
Ⅰ
：
第
三
者
認
証
に
よ
る

ラ
ベ
ル

 
世

界
的

に
様

々
な

環
境

ラ
ベ

ル
制

度
が

あ
る

が
、

日
本

の
エ

コ
マ

ー
ク

（
（

財
）

日
本

環
境

協
会

）
認

定
製

品
は

、
1,

90
2

社
の

59
類
型
、

5,
67

3
品
目
を
認
定
し
て
い
る
（

20
03

年
12

月
31

日
現
在
）
。

 
タ
イ
プ
Ⅱ
：
自
己
宣
言
ラ
ベ
ル
（
公
表
さ
れ
て
い
る
ラ
ベ
ル
の
特
徴
）

 
①
環
境
情
報
の
表
示
方
法
：
ラ
ベ
ル
の
み
を
表
示
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が

、
ラ
ベ
ル
と
環
境
負
荷
情
報
を
表
示
し
て
い
る

も
の
や
環
境
負
荷
情
報
の
み
を
表
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る

 
②

IS
O

へ
の
準
拠
状

況
 
：

IS
O

規
格
へ
の
準
拠
、
一
部
準
拠
し
て
い
る
ラ
ベ
ル
が
多
い
が
、
準
拠
し
て
い
な
い
ラ
ベ
ル
も

あ
る
。

 
タ
イ
プ
Ⅲ
：
定
量
的
環
境
情
報
表
示
ラ
ベ
ル

 
（
社
）
産
業
環
境
管

理
協
会
の
エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
は
、
製
品
分
類
別
基
準
に
沿
っ
て
企
業
が
環
境
レ
ベ
ル
を
作
成
し
、

外
部
専
門
家
が
検
証
す
る
制
度
で
あ
る
。

 
  

 

タ
イ
プ
Ⅰ
 
エ

コ
マ
ー
ク

 

（
財

）
日

本
環

境
協

会
の

H
P 

エ
コ
マ
ー
ク
商
品
類
型
数
と
認
定
商
品
数
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・
環
境
ラ
ベ
ル
に
関
す
る
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る

G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
加

盟
の

、
世

界
の

主
要

な
環

境
ラ

ベ
ル

制
度

。
 

・
い
ず
れ
も
、

IS
O

の
タ
イ
プ

I環
境
ラ
ベ
ル
（
第
三
者
認
証
）
に
分
類
さ
れ
る
。

 
・
我
が
国
は
（
財
）
日
本
環
境
協
会
（
エ
コ
マ
ー
ク
）
が
加
盟
し
て
い
る
。

 
 

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

 
カ
ナ
ダ

 
"環

境
チ
ョ
イ
ス

 
プ
ロ
グ
ラ

ム
" 

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和

国
 

チ
ェ
コ
共
和
国

 
EU

ほ
か

 
ド
イ
ツ

 
"ブ

ル
ー
･
エ
ン
ジ
ェ
ル

" 

 
 

 
 

 
 

香
港

 
イ
ン
ド

 
大
韓
民
国

 
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 
北
欧

 
"ノ

ル
デ
ィ
ッ
ク
･ス

ワ
ン

" 
台
湾

 

 
 

 
 

 
 

ス
ペ
イ
ン

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
タ
イ

 
米
国

 
"グ

リ
ー
ン
･シ

ー
ル

" 
日
本

 
"エ

コ
マ
ー
ク

" 

 
 

 
 

 
 

 
 タ
イ
プ
Ⅰ
 
世
界
の
主
要
な
環
境
ラ
ベ
ル
制
度

 

出
典
：
環
境
省
の

H
P 

第
2
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－
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制
度
の
概
要

 
情

報
提

供

手
法

 
IS

O
14

02
1

へ
の
準
拠

 

マ
ー
ク
等

 
制
度
名

 
着
目
す
る
環
境
影
響

 
マ ー ク 等 表 示 

環 境 負 荷 デ ー タ 

表 示 ／ 提 供 

準 拠 
部 分 的 な 準 拠 

準 拠 し て い な い 

 

ウ
チ

ダ
環
境

マ
ー
ク

 
製

品
の

環
境

保
全

 

○
 

 
 

○
 

 

 

エ
コ

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

 
繊

維
製

品
の

リ
サ
イ

ク
ル
推

進
に
よ

る
資

源
の

有
効
活
用

 

○
 

 
 

 
○

 

 

「
エ

コ
シ
ン

ボ
ル
」

 
低

消
費

電
力

化
、

Ｃ
Ｏ

2
排

出
量

把
握
、

省
資

源
化

及
び
リ
サ
イ
ク
ル
容
易
化
、
化
学
物
質

の
使

用
抑
制

、
回
収

・
リ
サ

イ
ク
ル

等
製

品
の

様
々

な
環
境
配
慮
項
目
に
着
目

 
○

 
○

 
○

 
 

 

 

グ
リ

ー
ン

ウ
エ

ー
ブ

商
品

マ

ー
ク

 
「

省
資

源
化

」「
再
生

材
料
の

使
用
」「

再
資

源
化
」「

再
使
用

化
」「

長
寿

命
化
」「

安
全

性
・

環
境

保
全
」
「
省

エ
ネ
ル

ギ
ー
化

」
等

 
尚

、「
安

全
性
・
環

境
保

全
」
に

著
し
く
外

れ
る

場
合
は
、
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
ー
ブ
製
品
に
認
定

し
ま

せ
ん
。

 

○
 

 
 

○
 

 

 

キ
ン

グ
ジ

ム
環

境
マ

ー
ク

（
例

）
 

・
再

生
材
使

用
状
況

 
・

長
寿

命
性

 
・

廃
棄

方
法

 
・

リ
サ

イ
ク

ル
シ
ス

テ
ム
 
等

 

○
 

 
 

○
 

 

 

シ
ャ

ー
プ
グ

リ
ー
ン

シ
ー
ル

 
・

省
エ

ネ
・

省
資
源

・
安
全

性
・
リ

サ
イ

ク
ル

・
再

生
材
料
・
長
期
使
用
・
解
体
性

 

○
 

○
 

○
 

 
 

 

Ｓ
Ｉ

Ｉ
グ

リ
ー

ン
商

品
ラ

ベ

ル
 

商
品

の
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

で
の

様
々

な
環

境
影

響
に

着
目
し
、
各
項
目
に
５
段

階
評
価
基
準

を
設

定
し
て

点
数
評

価
す
る

。
 

○
 

 
○

 
 

 

タ
イ
プ
Ⅱ
 
自
己
宣
言
環
境
ラ
ベ
ル
の
例

 

第
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制
度
の
概
要

 
情

報
提

供

手
法

 
IS

O
14

02
1

へ
の
準
拠

 

マ
ー
ク
等

 
制
度
名

 
着
目
す
る
環
境
影
響

 
マ ー ク 等 表 示 

環 境 負 荷 デ ー タ 

表 示 ／ 提 供 

準 拠 

部 分 的 な 準 拠 

準 拠 し て い な い 

 

ト
ッ

パ
ン

環
境

配
慮

型
製

品

ラ
ベ

ル
 

生
産

と
流
通

、
使
用

、
使
用

後
の
各

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
 

○
 

 

 

○
 

 

 

ニ
ッ

ケ
エ
コ

ロ
ジ
ア

企
画

 
再

生
Ｐ

Ｅ
Ｔ

樹
脂
の

利
用
に

よ
る
資

源
の

再
利

用
と
ゴ
ミ
の
削
減
に
着
目

 
○

 
 

 
 

○
 

 

環
境

情
報
表

示
制
度

 
減

量
化

、
長

寿
命

化
、

再
資

源
化

、
分

解
性

、
処

理
容
易
性
、
環
境
保
全
性
、

省
エ
ネ
ル
ギ

－
性

、
情
報

提
供

 
○

 
○

 
○

 
 

 

 

環
境

シ
ン
ボ

ル
マ
ー

ク
 

省
資

源
化

、
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
化

、
長

寿
命

化
、

再
資
源
化
、
化
学
物
質
使
用
削

減
、
情
報
開

示
等

、
ラ
イ

フ
サ
イ

ク
ル
全

体
の
環

境
影

響
を

配
慮

。
 

○
 

 
○

 
 

 

 
製

品
環

境
情

報
 

"M
ET

-P
ro

fil
e"

 
製

品
の

全
ラ

イ
フ
サ

イ
ク
ル

で
M

,E
,T

(M
:M

at
er

ia
l (
資
源
の
有
効
利
用

)E
: E

ne
rg

y 
(エ

ネ

ル
ギ

ー
の
効

率
利

用
T:

To
xi

ci
ty

 (環
境
リ

ス
ク

物
質

の
排
出
回
避

)の
視
点
か
ら
環
境
影
響
を

着
目

 
 

○
 

○
 

 
 

  
 補
足
：

IS
O

 1
40

21
が
定
め
る
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
環
境
ラ
ベ
ル
に
お
い
て
主
張
で
き
る
項
目

 
ラ

イ
フ

サ
イ
ク
ル

ス
テ
ー

ジ
 

生
産
と
物

流
 

製
品

の
使

用
 

製
品

の
処

分
 

環
境

主
張

 
①
リ
サ
イ

ク
ル
材

含
有
率

 
⑤
省
エ
ネ

ル
ギ

ー
 

⑧
再

使
用

可
能

及
び

詰
替

え
可

能
 

 
②
省
資
源

 
⑥
節
水

 
⑨

リ
サ

イ
ク

ル
可

能
 

 
③
回
収
エ

ネ
ル
ギ

ー
 

⑦
長
寿
命

化
製

品
 

⑩
解

体
容

易
設

計
 

 
④
廃
棄
物

削
減

 
 

⑪
分

解
可

能
 

 
 

 
⑫

コ
ン

ポ
ス

ト
化

可
能

 

出
典
：
環
境
省
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を
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に
作
成
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－
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（
社
）
産
業
環
境
管
理
協
会
の
エ
コ

リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
は
、

20
04

年
3
月

18
日
現
在
、

24
社
の

12
9
製
品
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

 
 エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
は
、
製
品
分
類
別
基
準
に
沿
っ
て
、
次
の
内
容
で
作
成
さ
れ
る
。

 
デ
ー
タ
名
称

 
情
報
の
種
類

 
情
報
内
容

 
製
品
環
境
情
報

 
・
製
品
等
の
定
量
的
環
境
側

面
を
集
約
し
た
情
報

 
・
製
品
購
買
者
あ
る
い
は
一
般
消
費
者
の
理
解
の
便

を
図
る
た
め
、
統
一
性
及
び
視
覚
性
に
配
慮
し
つ

つ
、
簡
潔
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
製
品
環
境
情
報
開
示
シ
ー
ト

 
・
製
品
環
境
情
報
の
根
拠
を

示
す
詳
細
デ
ー
タ

 
・
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
分
析
結
果
、
影
響
評
価
結
果
及
び

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
約
さ
れ
て
い
る

 

製
品
デ
ー
タ
シ
ー
ト

 
・
製
品
環
境
情
報
開
示
シ
ー

ト
の

裏
付

け
と

な
る

基

礎
的

デ
ー

タ
を

集
約

し

た
デ
ー
タ
シ
ー
ト

 

・
エ
コ
リ
ー
フ
環
境
ラ
ベ
ル
作
成
者
が
把
握
可
能
な

範
囲
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
原
材
料
及
び
環
境

物
質

の
出

入
り

に
つ

い
て

実
測

値
を

基
本

に
製

品
1
単
位
あ
た
り
で
記
載
し
た
デ
ー
タ
シ
ー
ト

 
 タ

イ
プ
Ⅲ
 
製
品
の
定
量
的
な
環
境
情
報
表
示
ラ
ベ
ル

 

出
典

：
（

社
）

産
業
環

境
管
理
協
会

 
エ

コ
リ

ー
フ

環
境
ラ
ベ
ル
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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－
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（
3）

環
境

ラ
ベ
ル
を
巡
る
国

際
的
な

議
論

の
動

向
 

 
世
界
各
国
で
独
自
に
運
営
さ
れ

て
い
る
ラ
ベ
リ
ン
グ
制
度
に
対
し
て
、
基
準
や
手
続
の
共
通
化
や
相
互
認
証
、
情
報
交
換
な
ど
を
目
的

と
し
て
、
ラ
ベ
ル
運
用
機
関
に
よ

る
国
際
的
組
織
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

 
・

G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
（
タ

イ
プ
Ⅰ
環
境
ラ
ベ
ル
）

 
・

G
ED

ne
t“

G
lo

ba
l T

yp
e 

III
 E

nv
iro

nm
en

ta
l P

ro
du

ct
s 

D
ec

la
ra

tio
n 

N
et

w
or

k”
（
タ
イ
プ
Ⅲ
環
境

ラ
ベ
ル
）

 
環
境
ラ
ベ
ル
の
相
互
認
証
は
、

G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
に

よ
り
、

取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

 
環
境
ラ
ベ
ル
は
、

W
TO

に
お

い
て
国
際
貿
易
上
、
差
別
に
つ
な
が
ら
な
い
限
り
重
要
な
環
境
的
政
策
手
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
い

る
が
、
環
境
ラ
ベ
ル
の
貿
易
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、

W
TO

の
貿
易
と
環
境
委
員
会
（

C
TE

）
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、

W
TO

の
原

則
、

TB
T
協
定
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
継
続
的
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
 

 
Ｉ
Ｓ
Ｏ
で
は
以
下
の

3
タ
イ
プ
の
環
境
ラ
ベ
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 
環
境
ラ
ベ
ル
の
種
類

 
概
要

 
タ
イ
プ
Ⅰ
（
第
三
者
認
証
）

 
第
三
者
認
証
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル

 

タ
イ
プ
Ⅱ
（
自
己
宣
言
）

 
事
業
者
の
自
己
宣
言
に
よ
る
環
境
ラ
ベ
ル

 

タ
イ
プ
Ⅲ
（
定
量
的
環
境
情
報
表
示
）

 
製
品
の
環
境
負
荷
の
定
量
的
デ
ー
タ
を
表
示
す
る
環
境
ラ
ベ
ル

 

 S
C
３
（
ラ
ベ
ル
）

 
 

20
02

／
11

に
タ
イ
プ
Ⅲ
ラ
ベ
ル
の
規
格
化

(IS
O

 1
40

25
)が

決
定

 
LC

A
手
法
を
活
用
し
て
、
製
品
の
環
境
負
荷
を
評
価
し
、
そ
の
定
量
的
な
情
報
を
表
示
す
る
ラ
ベ
ル
で
あ
る
。

 
タ

イ
プ

Ⅲ
環

境
宣

言
の

目
的

、
製

品
分

類
基

準
、

そ
の

評
価

方
法

や
信

頼
性

確
保

の
た

め
の

要
求

事
項

、
検

証
実

施
者

の
透
明
性
確
保
の
ス
キ
ー
ム
な
ど
が
含
ま
れ
る
規
格
で
あ
る

 
 

20
03

／
6
に

TR
 1

40
25

の
W

D
1
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の

審
議
が
バ
リ
総
会
で
行
わ
れ
た
。

 
• 認

証
の
有
無
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
決
定

 
• タ

イ
プ
Ⅲ
の
読
み
手
は
主
に
購
入
者
（
ビ
ジ
ネ
ス
、
一
般
消
費
者
を
問
わ
ず
）

 
• 企

業
単
独
の
タ
イ
プ
Ⅲ
環
境
宣
言
も
包
含
す
る
方
向
で
検
討

 
• L

C
A
を
基
本
と
し
た
環
境
宣
言
に
関
す
る
最
上
位
規
格
と

位
置
づ
け

 
 

20
06

／
12

に
IS

O
化
を
予
定

 

タ
イ
プ
別
 
環
境
ラ
ベ
ル
の
概
要
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－
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G
EN

“
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k”
は
、
環

境
ラ
ベ
ル
の
相
互
認
証
促
進
、
タ
イ
プ
Ⅰ
環
境
ラ
ベ
ル
間
の
情
報
交
換
、
制
度

間
の
調
和
・
協
力
を
を
行
う
た
め
に
、

19
94

年
に
結
成
さ
れ
た
。

 
 
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加
組
織

 
国

 
参
加
組
織

 
 

国
 

参
加
組
織

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
Au

st
ra

lia
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
環

境
ラ
ベ
リ
ン
グ
協
会

 
Th

e 
Au

st
ra

lia
n 

En
vi

ro
nm

en
ta

l L
ab

el
lin

g 
As

so
ci

at
io

n 
In

c 
(A

EL
A)

 
 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

 
Lu

xe
m

bo
ur

g 
環
境
省
 
エ
コ
ラ
ベ
ル
委
員
会

 
Ec

ol
ab

el
 C

om
m

is
si

on
, M

in
is

try
 o

f E
nv

iro
nm

en
t 

ブ
ラ
ジ
ル

 
Br

az
il 

ブ
ラ
ジ
ル
技
術
企
画

協
会
（

AB
N

T）
 

As
so

ci
ac

ao
 B

ra
si

le
ira

 d
e 

N
or

m
as

 T
ec

ni
ca

s 
(A

BN
T)

 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 
N

ew
 Z

ea
la

nd
 

環
境
認
証
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 
En

vi
ro

nm
en

ta
l C

ho
ic

e 
N

ew
 Z

ea
la

nd
 

カ
ナ
ダ

 
C

an
ad

a 
テ
ラ
チ
ョ
イ
ス
、
環

境
省

 
Te

rra
 C

ho
ic

e 
En

vi
ro

nm
en

ta
l S

er
vi

ce
 In

c,
 E

nv
iro

nm
en

t C
an

ad
a 

 
ノ
ル
ウ
ェ
ー

 
N

or
w

ay
 

北
欧
エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
委
員
会
（

N
M

N
）

 
N

or
w

eg
ia

n 
Fo

un
da

tio
n 

fo
r E

nv
iro

nm
en

ta
l L

ab
el

lin
g 

ク
ロ
ア
チ
ア

 
C

ro
at

ia
 

ク
ロ
ア
チ
ア
環
境
理

事
会

 
M

in
is

try
 o

f E
nv

iro
nm

en
ta

l P
ro

te
ct

io
n 

an
d 

Ph
ys

ic
al

 P
la

nn
in

g 
 

フ
ィ
リ
ピ
ン

 
Ph

ilip
pi

ne
s 

ク
リ
ー
ン
ア
ン
ド
グ
リ
ー
ン
財
団

 
C

le
an

 &
 G

re
en

 F
ou

nd
at

io
n,

 In
c.

 
チ
ェ
コ

 
C

ze
ch

 R
ep

ub
lic

 
生
活
環
境
省

 
M

in
is

try
 o

f t
he

 E
nv

iro
nm

en
t 

 
台
湾

 
R

.O
.C

.(T
ai

w
an

) 
環
境
開
発
財
団
（

ED
F）

 
En

vi
ro

nm
en

t a
nd

 D
ev

el
op

m
en

t F
ou

nd
at

io
n 

(E
D

F)
 

デ
ン
マ
ー
ク

 
D

en
m

ar
k 

エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
 

デ
ン
マ
ー
ク

 
Ec

ol
ab

el
lin

g 
D

en
m

ar
k 

 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

 
Si

ng
ap

or
e 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
環
境
委
員
会

 
Si

ng
ap

or
e 

En
vi

ro
nm

en
t C

ou
nc

il 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

共
同

体
 

EU
 

欧
州
委
員
会
 
環
境

総
局
 

D
3 

Eu
ro

pe
an

 C
om

m
is

si
on

,D
G

 E
N

VI
R

O
N

M
EN

T 
D

3 
 

ス
ペ
イ
ン

 
Sp

ai
n 

ス
ペ
イ
ン
標
準
化
認
証
協
会
（

AE
N

O
R
）

 
As

oc
ia

ci
on

 E
sp

an
ol

a 
de

 N
or

m
al

iz
ac

io
n 

y 
C

er
tif

ic
ac

io
n 

(A
EN

O
R

) 
ド
イ
ツ

 
G

er
m

an
y 

ド
イ
ツ
連
邦
環
境
公

団
 

Fe
de

ra
l E

nv
iro

nm
en

ta
l A

ge
nc

y 
(F

EA
) 

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
Sw

ed
en

 (S
IS

) 
SI

S 
エ
コ
ラ
ベ
ル

 
SI

S 
Ec

ol
ab

el
lin

g 
AB

 
ギ
リ
シ
ャ

 
G

re
ec

e 
環
境
省

 
M

in
is

try
 o

f t
he

 E
nv

iro
nm

en
t P

hy
si

ca
l P

la
nn

in
g 

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
Sw

ed
en

 (S
SN

C
) 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
自
然
保
護
協
会
（

SS
N

C
）

 
Sw

ed
is

h 
So

ci
et

y 
fo

r N
at

ur
e 

C
on

se
rv

at
io

n 
(S

SN
C

) 
香
港

 
H

on
g 

Ko
ng

 
香
港
環
境
促
進
会
、

香
港
環
境
保
護
連
盟

 
G

re
en

 C
ou

nc
il 

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
Sw

ed
en

 (T
C

O
) 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
職
業
別
雇
用
組
合

 
TC

O
 D

ev
el

op
m

en
t 

イ
ン
ド

 
In

di
a 

イ
ン
ド
標
準
化
機
構

 
C

en
tra

l P
ol

lu
tio

n 
C

on
tro

l B
oa

rd
 (C

PC
B)

 
 

タ
イ

 
Th

ai
la

nd
 

タ
イ
環
境
研
究
所
（

TE
I）

 
Th

ai
la

nd
 E

nv
iro

nm
en

t I
ns

tit
ut

e 
(T

EI
) 

日
本

 
Ja

pa
n 

(財
)日

本
環
境
協
会
（

JE
A）

 
Ja

pa
n 

En
vi

ro
nm

en
t A

ss
oc

ia
tio

n 
(J

EA
) 

 
イ
ギ
リ
ス

 
U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
 

環
境
・
食
糧
・
農
村
地
域
省

 
D

ep
ar

tm
en

t f
or

 E
nv

iro
nm

en
t, 

Fo
od

 a
nd

 R
ur

al
 A

ffa
irs

(D
EF

R
A)

 
韓
国

 
Ko

re
a 

韓
国
環
境
ラ
ベ
ル
協

会
 

Ko
re

a 
En

vi
ro

nm
en

ta
l L

ab
el

lin
g 

As
so

ci
at

io
n 

(K
EL

A)
 

 
ア
メ
リ
カ

 
U

.S
.A

. 
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ル

 
G

re
en

 S
ea

l 

出
典
：
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

の
H

P
を
も

と
に
作

成
 

G
ED

ne
t“

G
lo

ba
l T

yp
e 

III
 E

nv
iro

nm
en

ta
l P

ro
du

ct
s 

D
ec

la
ra

tio
n 

N
et

w
or

k”
は
、
タ
イ
プ
Ⅲ
環
境
ラ
ベ
ル
の
国
際
規
格
化
を

促
進
し
、
タ
イ

プ
Ⅲ
型
ラ
ベ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
中
な
い
し
検
討
中
の
機
関
の
間
で
積
極
的
な
情
報
交
換
を
行
い
、
将
来
の
国
際

相
互
認
証
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
に
、

19
99

年
に
結
成
さ
れ
た
。

 
参
加
国
：
日
本
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
エ
ー
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
韓
国

 
出
典
：

製
品

の
定
量

的
な
環

境
デ
ー

タ
が

わ
か

る
エ

コ
リ
ー

フ

 環
境

ラ
ベ
ル

 2
00

2
年

度
の
あ
ゆ
み
 
社
団
法
人
産
業
環
境
管
理
協
会

 エ
コ
リ
ー
フ
事
務
局

  

G
ED

ne
t 

G
EN
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名
称

 
特
徴

 
G

EN
で
の
例

 
審

査
、

試
験

や
証

明
方

法
に

関
す

る

相
互
認
証

 

A
国
の
申

請
者
が

、
B

国
の
環

境
ラ
ベ
ル

認
証
機

関
の

ラ
ベ

ル
認

証
を

希
望

す
る

場
合
、

B
国
の
環

境
ラ
ベ

ル
認

証
機
関
か

ら
の
要

請
及
び

指
示

に
従

い
、

A
国

の

環
境

ラ
ベ

ル
認

証
機

関
は

、
B

国
の

環
境

ラ
ベ

ル
認

証
機

関
の

技
術

上
の

代
理

人

と
し
て
、

現
地
監

査
、
ま

た
は

そ
の
他
確

認
審
査

及
び

試
験

を
行

う
。

 

カ
ナ

ダ
「

環
境

チ
ョ

イ
ス

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

 
米

国
「

グ
リ

ー
ン

・
シ

ー
ル

」
 

台
湾

「
グ

リ
ー

ン
・

マ
ー

ク
」

 
の

間
で

実
施

。
 

共
通

認
証

基
準

化

に
基

づ
く

相
互

認

証
 

共
通
の
商

品
類
型

に
お
い

て
、
認
証
の
た

め
の
基

準
の
い

く
つ

か
の

要
求

事
項

が
、

実
質

同
一

で
あ

る
場

合
、

一
方

の
機

関
が

行
う

そ
れ

ら
に

関
係

す
る

現
地

監
査

お

よ
び

確
認

審
査

の
結

果
は

、
他

方
の

機
関

で
の

確
認

審
査

の
一

部
と

し
て

、
受

け

入
れ
ら
れ

る
。

 

日
本

「
エ

コ
マ

ー
ク

」
 

北
欧

「
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
ス

ワ
ン

」
 

の
間

で
複

写
機

に
つ

い
て

実
施

。
 

な
お

、
現

在
、

 
日

本
「

エ
コ

マ
ー

ク
」

 
韓

国
「

環
境

ラ
ベ

ル
」

 
タ

イ
「

グ
リ

ー
ン

ラ
ベ

ル
」

 
台

湾
「

グ
リ

ー
ン

・
マ

ー
ク

」
 

の
間

で
、

ト
ナ

ー
カ

ー
ト

リ
ッ

ジ
、

塗
料

に
つ

い
て

相
互

認
証

合
意

書
を

策
定

中
。

 
完
全
相
互
認
証

 
2

機
関

が
全

く
同

じ
認

定
基

準
で

審
査

す
る

。
審

査
方

法
も

統
一

さ
れ

、
申

請
者

は
ど

ち
ら

か
一

方
の

機
関

で
認

証
を

受
け

れ
ば

他
方

に
つ

い
て

も
無

審
査

で
ロ

ゴ

を
商
品
に

付
与
で

き
る
。

 

カ
ナ

ダ
「

環
境

チ
ョ

イ
ス

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

 
台

湾
「

グ
リ

ー
ン

・
マ

ー
ク

」
 

の
間

で
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
キ

ー
ボ

ー
ド

、
マ

ウ
ス

、
木

製
お

も
ち

ゃ
、

テ
レ

ビ
に

つ
い

て
実

施
。

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
出

典
：
環

境
省

 
平
成

13
年

度
環
境

ラ
ベ
ル
に
係
る
国
際
的
整
合
等
調
査
事
業
委
託
業
務
報
告
書
 

に
加
筆

 
 

相
互
認
証

 
 
各
国
の
タ
イ
プ
Ⅰ
環
境
ラ
ベ
ル
の
実
施
機
関
は
、

G
EN

（
G

lo
ba

l E
co

la
be

llin
g 

N
et

w
or

k）
に
参
加
し

、
相
互
認
証
を

促
進
し
て
い
る

 

相
互
認
証
の
種
類
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